
地域の新規就農者を支援する

農業者を募集します！ 
これから農業を始めようとする新規参入の方にとって「農地の確保」

は大きなハードルとなっています。新規参入を希望する青年就農者等

に耕作地を提供（貸し付け）できる農業者を募集します。 

 

（手続きのながれ） 

ＳＴＥＰ１  支援農業者として登録していただきます 

   ※貸付できる農地の面積等をお聞きします 

ＳＴＥＰ２  借り受け希望があった場合、その方と面談をしてい

ただきます 

※借り受けできるのは認定新規就農者（親元就農以外）

となっています 

ＳＴＥＰ３  話し合いがまとまったら農地の貸し借りの手続きを

農業委員会で行います 

登録いただいた方を新規就農者支援農業者として、農業委

員会ＨＰ、広報等で広くＰＲします 

アグリランドバンク事業（新規就農者支援型） 

お問合せ先 鶴岡市農業委員会事務局（藤島）ＴＥＬ ６４－５８６８（直通） 

              鶴岡分室   ＴＥＬ ２５－２１１１（内線５７８） 

              羽黒分室   ＴＥＬ ６２－２１１１（内線１４５） 

              櫛引分室   ＴＥＬ ５７－２１１４（直通） 

              朝日分室   ＴＥＬ ５３－２１１１（内線３４４） 

              温海分室   ＴＥＬ ４３－４６１６（直通） 

 

 


